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がん検診種類 対象者 費用 日　程

胃がん検診
（バリウム検査）
大腸がん検診

40歳以上 無料

７月28日（火）・８月７日（金）・８月18日（火）　３日間
受付時間　午前６：00～ 午前10：00
＊30分刻みで時間を区切り、予約を受け付けます。
＊大腸がん検診のみの場合日時指定はありません。

子宮がん検診 20歳以上偶数年
齢の女性

無料（クーポン券を
ご持参ください） ７月13日（月）・８月５日（水）・８月20日（木）　３日間

受付時間　午後１時～午後２時30分
＊15分刻みで時間を区切り、予約を受け付けます。乳腺・甲状腺

がん検診
40歳以上偶数年
齢の女性

無料（クーポン券を
ご持参ください）

肺がん検診 40歳以上 無料 特定健診、後期高齢者健診と同日
６月17日、６月18日、６月19日、６月22日、６月23日、６月24日前立腺がん検診 50歳以上男性 無料

※対象者は、令和９年３月31日時点の年齢です。
※�子宮がん検診、乳腺・甲状腺がん検診について、対象者は原則、偶数年齢の女性とさせていただきますが、前年度、偶数年齢で受
診機会を逃した方も対象といたします。希望される方は、受診歴の確認を行いますので、下記までお問い合わせください。

【がん検診の予約について】
　申し込み開始日：６月８日（月）
　申し込み方法：電話もしくは保健センター窓口での申し込み
※お電話で予約日時を決めていただいた後、問診票を送付いたします。
※保健センター窓口で申込された場合、その場で問診票をお渡しします。
※がん検診の予約は、下記の特定健診及び後期高齢者健診実施日に健診会場で受付可能です。
　特定健診等実施日　６月17日、18日、19日、22日、23日、24日の６日間

健診名 対象者 日　程 受付時間

若年者健康診査 19～40歳未満の方
（国民健康保険加入者） 令和８年６月17日（水）

　　　　６月18日（木）
　　　　６月19日（金）

午前９時～11時
午後１時～３時

※�混雑を避けるため受診日時を指定させ
ていただきます

　詳細は個人通知をご覧ください

特定健康診査 40～74歳の方
（国民健康保険加入者）

後期高齢者健診 満75歳以上の方
令和８年６月22日（月）
　　　　６月23日（火）
　　　　６月24日（水）

結核レントゲン検査 65歳以上の方 上記の６日間
◎65歳以上の方（年度年齢）には、生活アンケート及び３項目の運動の検査、聴力検査を実施させていただきます。
◎社会保険（協会けんぽ、各種健康保険組合等）に加入している方（国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者以外の方）について
・加入者の扶養の方…
　加入している保険者から発行される受診券と資格確認書または資格情報のお知らせの提示により、「国保特定健康診査（６月17日～
６月19日）」の受診が可能です。
　※医療保険者が発行する受診券と資格確認書または資格情報のお知らせがない方は受診できません。
・加入者本人の方…各事業所の事業所健診を受診してください。
　※保険者ごとに健診案内の発行時期や配布形態、個人負担金額が異なります。
　　お早めにご自身の加入する保険者に確認をしてください。
◎結核レントゲン検査は、加入している保険に関わらず65歳以上の方が対象です。
◎肺がん検診、前立腺がん検診（採血）は、加入している保険に関わらず、受診できます（無料）。
◎肝炎検査（採血）は、新40歳及び今までに受けたことがない方が対象です。
　また、加入している保険に関わらず、受診できます（無料）。

　今年度の各種がん検診について、下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。
　がん検診は申込制です。必ず予約をしていただき、問診票等の必要書類を受け取り、受診してください。
　なお、昨年度より全てのがん検診が無料で受けられるようになりました。
◎子宮・乳がん検診の対象となる方にのみ、事前に「クーポン券」を送付します。（５月末頃）

　今年度の住民健診について、下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。
　対象となる方には、個人通知及び受診票を送付いたします。
　混雑を避けるため、また感染防止対策のため、日時を分けて個人通知をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

がん検診お問合せ・お申し込み　草津町役場健康推進課　TEL 0279－88－5797

　お問合せ　草津町役場　住民課（特定健診、後期高齢者健診）　TEL 0279－88－7192
　　　　　　草津町役場　健康推進課（結核レントゲン検査、各種がん検診等）　TEL 0279－88－5797
　　　　　　草津町役場　福祉課（介護予防健診、生活アンケート）　TEL 0279－88－0294

令和８年度　がん検診のお知らせ令和８年度　がん検診のお知らせ

令和８年度　住民健診のお知らせ令和８年度　住民健診のお知らせ
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～草津町健康推進課（保健センター）からのお知らせです～～草津町健康推進課（保健センター）からのお知らせです～

　対象となる中学１年生から高校１年生の年齢に該当する女子には、すでに個別通知をしています。
　接種を希望される場合には、医療機関へご予約いただき、接種してください。
●対 象 者：平成22年４月２日生（高校１年生）～平成26年４月１日（中学１年生）の女子
●接種方法：医療機関にて個別接種
　・�接種にあたっては、個別通知に同封した接種可能医療機関を一覧で確認し、各自で医療機関に予約して接
種してください。

　・接種の際には、個別通知に同封した予診票（草津町様式）を持参してください
●接種費用：�定期接種となりますので、自己負担金はありません。ただし、定期接種期間を過ぎますと公費負

担ができませんのでご注意ください。
※平成22年度生まれの女子は今年度で定期接種が終了するためご注意ください。
※１回目の接種時に16歳の方は、計３回のワクチンを接種するため、約半年間の期間を要します。
　接種期限を過ぎますと、接種費用は自己負担となりますのでご注意ください。
※医療機関によって相談料等の自己負担金が発生する場合があります。
　予約の際に各自確認してください。

　草津町では、令和５年度より、おたふくかぜ予防接種に係る費用の一部を助成しています。
　この予防接種は任意接種（保護者の希望により受ける予防接種）です。接種を希望する人はかかりつけ医と
相談の上、接種を検討してください。
●おたふくかぜとは
　おたふくかぜとは、ムンプスウイルスによる感染症で、主な症状は耳下腺の腫れです。
　飛沫感染で、潜伏期間は２～３週間です。人に感染しやすい期間は発病数日前から主症状が消退するまでで
す。
　年長児や成人がかかると重症化し、合併症の頻度も高くなります。合併症で最も多いのは無菌性髄膜炎で診
断される頻度は１～10%です。
　難聴になることもあり、難治性のため後遺症を残すことが多く注意が必要です。
●おたふくかぜワクチンとは
　おたふくかぜのワクチンは、ムンプスウイルスを弱毒化した生ワクチンです。ワクチン接種を受けた90％
以上の人に抗体ができます。ワクチンを受けたにもかかわらず発症した人のほとんどは、症状が軽く済んでい
ます。
●対象者
　接種当日に、草津町に住所がある１歳～就学前のお子さん（満１歳の誕生日から就学前の年度末まで）
　※過去におたふくかぜに罹ったことのある人は対象外です
●助成金額
　接種１回あたり4,000円（一人２回まで）
　※２回の接種を行うかどうかは主治医に相談してください
●接種方法
・かかりつけ医等の医療機関に確認の上、接種してください
・接種後、必要書類を持参の上、草津町保健センターに申請してください
※母子手帳が接種済みの証明になります。必ず医療機関で記録をしてもらってください
※�申請には、領収書（おたふくかぜワクチンを受けたことが分かるもの）、印鑑、助成金の振込先が分かるも
の（通帳のコピー）、母子手帳が必要となります。
●申請期限　接種を受けた年度内に申請してください

◆子宮頸がん予防接種の定期接種について◆◆子宮頸がん予防接種の定期接種について◆

◆おたふくかぜ予防接種費用の助成について◆◆おたふくかぜ予防接種費用の助成について◆

お問合せ　草津町役場健康推進課（保健センター）　電話　0279－88－5797
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●�マイナ保険証の利用登録が必要です。（福祉医療費受給者証における個別での利用登録は不要） 
●�利用できる医療機関・薬局については、デジタル庁HP▶「自治体・医療機関等をつなぐ情報
連携システム（Public Medical Hub : PMH)」▶「医療費助成オンライン資格確認の導入済
み医療機関・薬局リスト」をご確認ください。

問い合わせ先：　草津町役場　福祉課　福祉医療係　☎0279－88－7189
草津町

すべての医療機関で利用環境が整備されていないため、当面は紙の受給者証も交付いたします。

注意事項

令和８年４月
時点福祉医療費受給資格者証（ピンクの券）をお持ちの皆さまへ

＜利用方法＞
①本人確認 ②利用 ③受付完了
マイナ保険証を顔認証付きカー
ドリーダーに置き、本人確認
（顔認証または暗証番号※）を
行います。

医療費助成受給者証の利用につい
て確認してください。

診療・薬剤・健診情報の利用に
ついて確認し、受付は完了です。

※職員による目視確認も可

以下の医療費助成受
給者証があります。
情報を提供しますか。

過去の情報を利用い
たします

福祉医療費受給者証

過去の手術以外の診
療・お薬情報を当機
関に提供することに
同意しますか。この
情報はあなたの診療
や健康管理のために
使用します。

提供する
提供しない 同意する

同意しない

受給者証が複数
ある方は、「すべ
て提供」「個別
に提供」が選択
できます。

カードを
お忘れなく！

紙の受給者証を持参・提示しなくても、
マイナ保険証１枚で医療費助成を利用可能に！

マイナ保険証マイナ保険証をを医療費助成の医療費助成の
受給者証受給者証として利用できるようになりました。として利用できるようになりました。

患者ご本人 医療機関・薬局マイナ保険証
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　草津町内においてクマの出没情報が報告され始めました。以下に注意をして、身の安全に努め
てください。
� （以下、群馬県HPより引用）

サル出没にご注意ください！サル出没にご注意ください！

もしもクマに出会ったら…！もしもクマに出会ったら…！
●クマとの距離が遠い場合　クマを見ながらゆっくり離れる（後ずさり）
●クマとの距離が近い場合　クマが向かってくることに備える
●クマが襲ってきたら　　　クマ撃退スプレーを使用する、防御姿勢をとる

　草津町内においてサルの目撃情報が寄せられております。サルによる被害を防止するために以下の
対応をお願いします。
●サルを見かけたら
１．目を合わせない　走って逃げない
　サルは目を見つめられると威嚇をされたと勘違いをします。そして人が視線をそらしたときに襲っ
てくることがあります。目を合わせることなくゆっくりその場を離れましょう。
２．不用意に近づかない　追いかけない
　サルは本来人を恐れますが、不用意に近づいたりすると思わぬ行動に出て事故になる可能性があり
ます。
３．絶対にエサを与えない、生ごみ等を放置しない
　サルは人からエサを貰うと人を恐れなくなり、人からものを奪い取ったりして危害を加える可能性
があります。また、その場所に居着いてしまい地域全体に被害を及ぼす原因にもなります。絶対にエ
サを与えないでください。
４．戸締りを徹底する
　家の窓や扉が開いていると家屋内に浸入する恐れがあります。不意に出くわす可能性もあるので、
近隣で出没が続いている間は戸締りを徹底しましょう。

●登下校時には、ひとりでは行動せず、町が配付した熊鈴を持ち歩くようにしましょう

クマに襲われないためには、クマに襲われないためには、
クマと近くで出会わないようにすることが最も大切！クマと近くで出会わないようにすることが最も大切！

●�人の存在を知らせるため、クマ鈴やラジオなど音の出るものを身につける
●複数人での行動を心がける
●�クマの行動が活発になる早朝や夕方の薄暗い時間帯に外出する際は注意する
●山菜採りなどに夢中にならずに、周囲の音に注意する
●生ごみ等を屋外に放置しない
●新しいふんや足跡を見つけた時は、すぐに引き返す　など

クマクマがが活動活動をを始めました！始めました！

いでゆ　第737号5



草津町を守る草津町を守る
草津交番職員を紹介します。草津交番職員を紹介します。

真
ま

下
しも

 絵美子 巡査部長
この春から草津町交番勤務と
なりました。草津町の治安向
上のために頑張ります。よろ
しくお願いいたします。
【担当区：地蔵・泉水・滝下・仲町】

渡辺 悠 巡査部長
この度の異動で草津町交番勤務員となりました。
特に担当区では、立ち寄り訪問させて頂きます。
町民のお困りごと等、話しやすいおまわりさん
を心掛けています。よろしくお願いいたします。
【担当区：西殿塚・東殿塚】

押田 望 交番所長
今年も草津町交番所長を務めさせていただ
くことになりました。２年目となりある程
度、顔も覚えていただけたかと思います。
何か困ったことがありましたら気軽に交番
まで相談に来ていただきたいと思います。

大澤 康弘 巡査長
この春から、草津町交番勤務に
なりました。草津町の治安の維
持に努めるとともに、草津町の
皆さんと仲良くなりたいです。

【担当区：南本町】

藤田 晴貴 巡査長
新しい季節とともに年度がスター
トしました。本年度も皆様の安
心・安全な暮らしのため、地域に
寄り添い活動してまいります。
【担当区：馬場・昭和・鈴蘭】

下田 慶輔 巡査長
草津町交番勤務も４年目になり
ました。担当区が変わりました
ので、また新しい気持ちで町の
役に立てるよう頑張ります。
【担当区：立町・新田・前口】

改
かい

瀬
せ

 啓祐 巡査部長
昨年から引き続き、２年目の草津町
勤務となります。担当区である本町・
文京はもちろん草津町民の皆さんの
役に立てるよう日々努めて参ります。
【担当区：本町・文京】

ダ
マ
さ
れ
な
い
で

そ
の
電
話 

大
丈
夫
？

必ず相談して下さい。
振り込め詐欺被害防止ホットライン
☎027−224−5454
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草津町役場健康推進課（保健センター）
TEL　0279－88－5797

健 康 教 室
　草津町保健センターにて、令和８年１月～３月の期間で計５回の健康教室を開催いたしました。
　20～60歳代の幅広い年代の方、男性12名、女性９名の総勢21名の参加者にお集まりいただき、皆さんで
一緒に汗を流し、楽しみながら運動を行いました。
　働き世代における冬場の運動不足の解消を目的とし、ミニ講座・自宅でもできるトレーニングを１時間行い
ました。また、現在の体力状態を把握してモチベーションを高めるために、簡易的な体力測定を実施しました。
大人になってからなかなか体力測定を行う機会がないため、参加者の皆様には大変好評の声をいただきました。
　ご参加いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

事後アンケートより…
●自宅でも継続して運動したいと感じた　100％
●今後も健康教室の参加を希望する　　　100％
　「通年でやってほしい」「また開催してほしい」
との声が多数寄せられました！

～沢山のご感想もいただきました～

適度にきつく楽しかったで
す！今後の生活に取り組ん
でいきたいと思います。

なかなか一人ではできない
ので、みんなと運動できた
ことがとてもありがたかっ
たです！

普段やらない体力測定が
できて嬉しかったです！

【運動編】を開催しました！

・両相談ともに、草津町に居住している方、もしくは勤務先が草津町である方が対象となります。
・ご予約・ご不明な点等については、役場総務課（TEL.0279－88－0001）へご連絡ください。

【人権・行政相談】
開催日：５月25日（月）
時　間：10時30分～14時30分
場　所：役場４階　第１委員会室
※予約は必要ありません!!お気軽にご相談ください。

【無料法律相談】
開催日：６月23日（火）
時　間：14時00分～17時00分
場　所：役場４階　第２委員会室
※相談時間はお一人30分で、予約が必要です。

体力測定では、
①握力測定②上体起こし
③長座体前屈④反復横跳び
の４種目を行いました！

筋力トレーニング、スト
レッチ、ダンベル運動など
様々な運動を行いました。
ダンベルは、大きいお手玉
を利用しました。ペットボ
トルでも代用可能です！

次回相談開催日のご案内
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「労働保険の年度更新」のお知らせ
　令和８年度の労働保険の年度更新手続きに必要な申告書及び関係書類は、令和８年５月下旬に厚生労働省か
ら各事業主様へ送付されます。申告書及び関係書類がお手元に届きましたら、「６月１日（月）から７月10日（金）」
の期間内に申告・納付手続きをお願いします。

　�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
hoken/roudouhoken21/index.html

●�労働保険の年度更新は、「電子申請（e-Govサイト）」を利用することで、24時間いつでも手続き
できます。

　https://shinsei.e-gov.go.jp/

●�労働保険料の納付は、口座振替が便利です。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
　�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
hoken/hokenryou/index.html

＜お問い合わせ先＞
群馬労働局総務部労働保険徴収室　TEL：027－896－4734
または最寄りの各労働基準監督署・各公共職業安定所へ

事業主のみなさまへ

特定計量器（はかり）の定期検査について�
　取引または証明に使用している「はかり」は、２年に１回の定期検査を受けることが計量法で義務づけられてい
ます。次のとおり実施しますので、必ず検査を受けましょう。
定期検査日程・場所�

実施日 実施時間 場所

６月10日（水） 午前10時～12時
午後１時～３時 草津町総合体育館

検査対象となる「はかり」�
①商店、工場などで業務に使用するはかり
②学校、幼稚園、保育園、病院、診療所などで健康診断（体重測定）に使用するはかり
③病院、診療所、薬局などで調剤に使用するはかり
④農家、農協などで農産物の出荷や販売に使用するはかり
⑤運送（宅配便の取次店を含む）事業者が荷物の運賃算定に使用するはかり
⑥その他、取引・証明に使用するはかり
受検方法�
　会場に直接「はかり」をお持ちください。また、「はかり」と一緒に分銅・おもり、電池・電源アダブターなど付
属物も持参してください。
　なお、当日は検査手数料が必要になります。
問合せ先�

（一社）群馬県計量協会　電話027（263）8217
群馬県計量検定所　　　電話027（263）2436
草津町役場観光課　　　電話0279（88）7188

特定計量器（はかり）の定期検査のお知らせ特定計量器（はかり）の定期検査のお知らせ
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　草津町では、ザスパ群馬ホームゲーム「メイン自由席」のチケットを町民の皆様へ無料配布いたし
ます。

草津町役場観光課　電話 0279－88－7188

配布対象：草津町民の方
配布場所：草津町役場　観光課
申込方法：観光課窓口まで直接お越しください
試合会場：群馬県前橋市正田醤油スタジアム

ご注意ください
１　会場までの移動手段は各自でご手配ください
２�　配布枚数には限りがございます。なくなり次
第終了となりますので、ご了承ください。

～ザスパ群馬を応援しよう！～～ザスパ群馬を応援しよう！～

災害弔慰金等の制度について災害弔慰金等の制度について
　これまで群馬県市町村総合事務組合において実施しておりました災害弔慰金・災害見舞金等の支給について、令
和８年４月より各市町村において執り行うこととなりました。
　この制度は、万が一の自然災害により亡くなられた方のご遺族や、精神・身体に著しい障害を受けられた方に対し、
町から弔慰金・見舞金を支給し、生活の立て直しを支援するものです。
◆支援の内容
・災害弔慰金：災害により亡くなられた町民の方のご遺族へ支給（最大500万円）
・災害障害見舞金：災害により重度の障害を受けられた町民の方へ支給（最大250万円）
・災害援護資金：災害により被害を受けた世帯主（町民）の方へ貸し付けを行う
　本制度に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
　草津町　総務課　 0279－88－0001

令和８年度　消防団ポンプ自動車が納車になりました。令和８年度　消防団ポンプ自動車が納車になりました。
　令和８年３月30日草津町消防団ポンプ自動車納車式を行いました。
　第６分団へ納車されました。

草津町より消防団へ引渡し

消防団より６分団へ引渡し
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な ろな い
草津町こども家庭センター

草津町乳児おむつ等購入費助成事業のお知らせ

草津町出産祝金事業のお知らせ

　草津町こども家庭センター「なないろ」では、子育て支援施策の充実に向け、様々な取り組みを行っています。そ
の一環として、令和８年度より、乳児のおむつ等を購入した費用を助成する事業を以下のとおり開始することといた
しました。
　この事業を活用していただき、子育て中のご家庭の経済的負担の軽減や、お子様の健やかな成長の一助となれば幸
いです。
●対象者：草津町に住所がある満２歳に満たない乳児（※）を養育する保護者
●対象品目：①上記（※）の対象乳児が使用するもので、
　　　　　　②出生日以降、２歳の誕生日前日までに購入した次の品目が支給対象となります
　　　　　　※�令和８年４月１日以前に生まれたお子様は、令和８年４月１日以降に購入した対象品目が支給対象と

なります。
＊対象品目 【紙おむつ・布おむつ・おむつカバー・おむつライナー・おしりふき】
●助成金額：乳児１人につき月額3,000円まで
　　　　　　※月の１日～末日に購入した金額
　　　　　　※申請は乳児一人につき、月１回を上限とします
●申請方法：�対象品目を購入した領収書、又はレシート等購入品目・購入価格がわかる書類を持参の上、草津町こど

も家庭センターなないろ（保健センター）に申請してください。
　　　　　　※数か月分まとめての申請でも結構です。
　　　　　　　ただし、対象品目を購入した年度末までに申請してください。
●申請時の持ち物：申請の際は、以下①～③をご持参ください。
　①対象品目を購入した領収書、又はレシート等購入品目・購入価格がわかる書類
　②振込先の口座が確認できるもの（通帳又はカード等）
　③申請書（こども家庭センターなないろにあります）

　草津町では、子育て支援施策の充実に向け、様々な取り組みを行っています。
　その一環として、令和４年度より「出産祝金事業」を実施しています。
＊令和８年度より、申請窓口が住民課から草津町こども家庭センター な ろな い  に変更となりました。
●支給対象児童：出生の日以降、初めて登録される住所が草津町となる児童
●申請・受給権者：支給対象児童の父または母
　※対象児童の出産の日において、草津町に住所登録があり、その登録が６ヶ月以上前から継続していること
　※出産の日から３ヶ月以内に申請すること
　※その他要件がありますので、詳しくはこども家庭センターなないろまでお問合せください。

なないろ通信なないろ通信 NO.５NO.５

祝金の支給額
第１子・第２子　５万円
第３子　　　　  10万円
第４子以降　　  15万円

お問合せ
草津町こども家庭センター
草津町役場愛町部健康推進課

（保健センター）
TEL　0279－88－5797

申請方法
・�役場住民課にて出生届を提出した後、こど
も家庭センターなないろに申請書を提出し
てください。（申請書は役場住民課窓口及び
こども家庭センターなないろにあります）
・�持ち物：出産祝金の振込口座がわかるもの
（保護者の通帳）、母子手帳

な ろな い

いでゆ　第737号 10



　草津町では、「特定医療費（指定難病）受給者証」「小児慢性特定医療費医療受給者証」「特定疾病療養受療証」
をお持ちで、治療を受けている療養者またはその保護者に、見舞金支給制度があります。

１．「特定医療費（指定難病）受給者証」「小児慢性特定医療費医療受給者証」「特定疾病療養受療証」いずれか
一点、通帳等（振込先が分かる物）をご用意いただき、役場福祉課で申請。
２．９月と３月に送付される「草津町指定難病等患者見舞金支給申請書兼現況届」を提出することで年２回に
分けて支給。
３．町が提出書類を審査し指定口座に振り込みます。
※「特定疾病療養受療証」にて、人工透析治療をされていて支給要件を満たす方は、通院交通費の補助もあり
ます。

《お問い合わせ先》　草津町役場　福祉課　℡：0279−88−7189（DI）

◆支 給 額◆ 月額　3,000円
◆受給方法◆

草津町指定難病等患者見舞金制度のお知らせ草津町指定難病等患者見舞金制度のお知らせ

制度概要�
　障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万
が一（死亡・重度障害）のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度

【制度の特色】
・都道府県・指定都市が実施している任意加入保険です。
・保護者が死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月２万円
　（２口加入の場合は４万円）の年金が生涯にわたり支給されます。

保護者の要件�
　障害のある方を現に扶養している保護者で次の要件を全て満たしている方
・都道府県・指定都市内に住所がある。
・加入時の年度の４月１日時点の年齢が満65歳未満である。
・特別な疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である。
・障害のある方１人に対して、加入できる保護者は１人です。

障害のある方の範囲�
　下記いずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難と認められる方（年齢は問いませ
ん）
（１）知的障害
（２）身体障害者手帳を所持し、その障害が１級から３級まで該当する障害
（３）�精神または身体に永続的な障害のある方（統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病

など）で、その障害の程度が（１）または（２）の者と同程度と認められる方

問い合わせ先�
　掛金について、町助成制度がありますので下記までお問合せください。
　草津町役場福祉課　☎0279−88−7189

心身障害者扶養共済制度 ご存知ですか？
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提供：草津町食生活改善推進協議会　レシピより

エネルギー 食塩相当量 野菜の使用量
58kcal 0.6g 55g

１人分の栄養成分

ヘルスメイトの自慢料理ひじきの梅おかかきんぴら

作り方
1　�ひじきはさっと洗い、たっぷりの水で戻したあとにザルで水切り
をする。

2　�にんじんは、斜め薄切りにして細切り、ピーマンは縦半分に切り、
ヘタと種を取り細切りにする。梅干しは種を取りたたく。

3　�フライパンにサラダ油を熱し、にんじんを炒め
た後にひじきを入れて炒め合わせる。さらにピー
マンを加えてさっと炒め、梅干しとAを合わせ
て最後にかつお節を入れて混ぜ合わせたら完成。

材料（４人分）

コメントコメント
芽ひじきは、柔らかいため子どもで
も食べやすいです。鉄分とカルシウ
ムが豊富です。

今
月
の
町
長

　
町
長
が
４
月
１
日
か
ら
30
日
の
間
に
出
席
し
た
行
事
の
一
部

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

４
月２

日　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
前
橋
放
送
局　
局
長　
来
庁

３
日　
ベ
ル
ツ
こ
ど
も
園　
入
園
式

６
日　
黄
色
い
ワ
ッ
ペ
ン
贈
呈
式
︵
長
野
原
町
︶

７
日　
草
津
町
立
草
津
小
学
校
・
草
津
中
学
校　
入
学
式

　
　
　
吾
妻
郡
町
村
会　
監
査

８
日　
道
路
愛
護
デ
ー

９
日　
気
象
庁　
表
敬
訪
問
︵
東
京
都
︶

10
日　
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
連
合
会　
会
長
他　
来
庁

11
日　
陸
上
自
衛
隊　
第
12
旅
団
創
立
25
周
年
及
び
相
馬
原
駐
屯
地
創
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
67
周
年
記
念
行
事
︵
榛
東
村
︶

14
日　
国
土
交
通
省　
利
根
川
水
系
砂
防
事
務
所
長　
来
庁

　
　
　
草
津
白
根
山
防
災
会
議
協
議
会

16
日
~
17
日　
関
東
町
村
会
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
︵
東
京
都
︶

20
日　
自
衛
隊　
沼
田
事
務
所
長　
来
庁

　
　
　
令
和
８
年
度
草
津
町
飲
食
店
組
合　
通
常
総
会　
挨
拶

22
日　
草
津
温
泉
合
同
入
社
式
﹁
来
草
歓
迎
式
﹂　
挨
拶

　
　
　
草
津
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会　
定
期
総
会　
挨
拶

　
　
　
草
津
町
区
長
会　
総
会　
挨
拶

23
日　
旅
館
協
同
組
合
ス
ポ
ー
ツ
部
会　
会
長
他　
来
庁

　
　
　
東
吾
妻
町
長　
来
庁

　
　
　
草
津
町
婦
人
会　
総
会　
挨
拶

24
日　
草
津
町
農
業
委
員
会　
挨
拶

27
日　
吾
妻
森
林
管
理
署
長　
来
庁

　
　
　
日
本
聖
公
会　
北
関
東
教
区　
常
置
委
員
会
長
他　
来
庁

　
　
　
品
木
ダ
ム
水
質
管
理
所
長　
来
庁

28
日　
草
津
温
泉
ス
キ
ー
場
天
狗
山
セ
ン
タ
ー
ハ
ウ
ス
竣
工
式

　
　
　
令
和
８
年
度
草
津
町
母
子
保
健
推
進
員　
定
期
総
会　
挨
拶

30
日　
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
高
崎
河
川
国
道
事
務
所
長　
来
庁

　
　
　
令
和
８
年
吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合　
第
１
回
臨
時
会
︵
東
吾
妻
町
︶

　
　
　
吾
妻
郡
町
村
会　
定
例
総
会
︵
東
吾
妻
町
︶

　
　
　
吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合　
理
事　
情
報
交
換
会
︵
東
吾
妻
町
︶

vol.107
野菜は１日350g（１人分）食べましょう！

芽ひじき（乾）………………… 16g
にんじん……………………… １本
ピーマン……………………… ２個
梅干し………………………… ２個

　　酒…………………… 大さじ１
　　しょうゆ…………… 小さじ１
かつお節…………………………８g
サラダ油………………… 大さじ１

A

草津温泉合同入社式「来草歓迎会」

いでゆ　第737号 12



お
知
ら
せ

Inform
ation

～
行
政
か
ら
の
お
知
ら
せ
～

ご
存
知
で
す
か

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当

◆
対
象

（
１
）
児
童
扶
養
手
当

　
●�

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
に
あ
る
児
童
︵
障
害
が
あ
る

場
合
は
20
歳
未
満
の
児
童
︶
で
、
次
の

い
ず
れ
か
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
児
童

を
﹁
監
護
し
て
い
る
母
﹂﹁
監
護
し
、

か
つ
生
計
を
同
じ
く
す
る
父
﹂﹁
父
母

に
か
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
方
﹂
で
す
。

　
①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

　
②
父
又
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

　
③�

父
又
は
母
が
一
定
程
度
の
障
害
の
状
況

に
あ
る
児
童

　
④�

父
又
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児

童
︵
海
難
事
故
等
に
よ
り
︶

　
⑤�

父
又
は
母
が
１
年
以
上
遺
棄
し
て
い
る

児
童

　
⑥�

父
又
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護
命

令
を
受
け
た
児
童

　
⑦�

父
又
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い

る
児
童

　
⑧�

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児

童

　
⑨�

父
・
母
と
も
に
不
明
で
あ
る
児
童
︵
孤

児
等
︶

（
２
）
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
●�

心
身
に
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童

を
監
護
し
て
い
る
父
若
し
く
は
母
、
又

は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方

◆
届
出
義
務

　
◎�

毎
年
８
月
に
世
帯
の
状
況
や
所
得
の
状

況
な
ど
を
確
認
す
る
﹁
現
況
届
﹂
も
し

く
は
﹁
所
得
状
況
届
﹂
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
世
帯
の
状
況

が
変
わ
っ
た
場
合
や
、
資
格
喪
失
す
る

事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
都

度
届
出
が
必
要
で
す
。

◆
そ
の
他

　
◎
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
場
合

　
　
・�

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し

て
い
る
と
き　
等

　
◎�

手
当
を
受
け
る
人
や
配
偶
者
な
ど
の
所

得
が
一
定
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
手

当
の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
◎�

受
給
資
格
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
手

当
を
受
給
し
た
場
合
、
資
格
喪
失
日
の

翌
月
分
よ
り
手
当
の
全
額
を
返
還
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

▽
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
住
民
課

　
℡
０
２
７
９
・
８
８
・
７
１
９
２

納期月
税目等 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

軽 自 動 車 税
（ 種 別 割 ）

４月30日
（木）

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税

１期
６月１日
（月）

２期
７月31日
（金）

３期
11月２日
（月）

４期
３月１日
（月）

町 県 民 税
１期
６月30日
（火）

２期
８月31日
（月）

３期
11月30日
（月）

４期
２月１日
（月）

国民健康保険税
及び

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

１期
７月31日
（金）

２期
８月31日
（月）

３期
９月30日
（水）

４期
11月２日
（月）

５期
11月30日
（月）

６期
１月４日
（月）

７期
２月１日
（月）

８期
３月１日
（月）

９期
３月31日
（水）

介 護 保 険 料
１期
４月30日
（木）

２期
６月30日
（火）

３期
８月31日
（月）

４期
11月２日
（月）

５期
１月４日
（月）

６期
３月１日
（月）

墓 苑 管 理 料 ４月30日
（木）

町営住宅使用料
４月分
４月30日
（木）

５月分
６月１日
（月）

６月分
５月29日
（金）

７月分
７月31日
（金）

８月分
８月31日
（月）

９月分
９月30日
（水）

10月分
10月30日
（金）

11月分
11月30日
（月）

12月分
12月25日
（金）

１月分
１月29日
（金）

２月分
２月26日
（金）

３月分
３月31日
（水）

令和８年度　町税等の納期限等について（お知らせ）令和８年度　町税等の納期限等について（お知らせ）

【口座振替について】
　口座振替日は、原則納期限等の日となりますが、以下の税目及び料金については、それぞれ振替日が異なりますのでご注意願います。
・軽自動車税（種別割）→４月24日（金）
・墓苑管理料→５月７日（木）
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草
津
町
空
家
除
却
費
補
助
金
の

ご
案
内

　
町
で
は
、
町
内
の
防
災
・
防
犯
上
危
険
な

空
き
家
の
除
却
を
促
進
し
、
良
好
で
快
適
な

生
活
環
境
の
形
成
を
図
る
た
め
、
町
内
に
あ

る
空
家
等
の
除
却
を
行
う
方
に
対
し
、
除
却

費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
﹁
草
津
町
空
家
除

却
補
助
金
﹂
を
創
設
し
ま
し
た
。

　
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
請
さ
れ
る

前
に
、
土
木
課
︵
℡
０
２
７
９
・
８
８
・
７

１
８
４
︶
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
補
助
対
象
空
き
家

・
個
人
が
所
有
す
る
空
き
家
で
あ
る
こ
と�

・�

戸
建
て
住
宅
︵
併
用
住
宅
を
含
む
︶�

で
あ

る
こ
と

・�

補
助
金
交
付
申
請
日
に
空
き
家
で
あ
る
こ

と
・�

国
や
地
方
公
共
団
体
か
ら
同
趣
旨
の
補
助

を
受
け
て
い
な
い
空
き
家
で
あ
る
こ
と

・�

所
有
権
以
外
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
な

い
空
き
家
で
あ
る
こ
と�

・�

公
共
事
業
に
よ
る
移
転
、
建
替
え
の
対
象

と
な
っ
て
い
な
い
空
き
家
で
あ
る
こ
と

・�

不
動
産
販
売
・
貸
付
ま
た
は
駐
車
場
経
営

な
ど
の
仕
事
を
す
る
か
た
が
当
該
事
業
の

た
め
に
除
却
を
行
う
も
の
で
な
い
こ
と

◆
補
助
対
象
者

・�

補
助
対
象
空
き
家
の
登
記
事
項
証
明
書
に

所
有
権
を
有
す
る
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
る
者
、
ま
た
は
家
屋
評
価
証
明
書
に
所

有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者

・�

共
有
物
件
で
あ
る
場
合
、
除
却
に
つ
い
て

所
有
者
全
員
の
同
意
を
得
て
い
る
者

・�

過
去
に
本
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
者

・
町
税
等
に
滞
納
が
な
い
者

・
暴
力
団
員
等
で
な
い
者

◆
補
助
対
象
経
費

⑴
解
体
撤
去
工
事
お
よ
び
処
分
に
係
る
工
事

・�

主
た
る
建
築
物
の
躯
体
、屋
根
ふ
き
材
等
、

内
外
装
材
お
よ
び
建
築
設
備�

・�

主
た
る
建
築
物
の
基
礎
、く
い
、配
水
管
、

ま
す
、
電
線
管
、
給
水
管
等
の
地
下
埋
設

物
・�

車
庫
、
カ
ー
ポ
ー
ト
、
物
置
、
土
間
コ
ン

ク
リ
ー
ト
、
塀
、
門
扉
、
門
柱
、
植
栽
、

庭
石
等
の
主
た
る
建
築
物
に
附
属
す
る
工

作
物�

⑵�

解
体
撤
去
工
事
後
の
埋
戻
し
お
よ
び
整
地

︵
舗
装
は
除
く
︶

⑶�

解
体
撤
去
工
事
に
必
要
な
架
設
工
事

◆
補
助
金
額

・�

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内
で
50
万

円
を
上
限
と
す
る
。

◆
そ
の
他
の
要
件

・
申
請
の
受
付
は
10
月
末
日
が
期
限
で
す

・
令
和
８
年
度
の
枠
数
は
５
件
で
す
。�

・�

施
工
業
者
は
土
木
工
事
業
、建
築
工
事
業
、

解
体
工
事
業
ま
た
は
大
工
工
事
業
の
許
可

を
受
け
て
い
る
こ
と

・�

ひ
と
つ
の
空
き
家
の
す
べ
て
を
除
却
す
る

こ
と
︵
部
分
的
に
残
す
場
合
は
当
該
補
助

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
︶�

・�

解
体
撤
去
工
事
は
交
付
決
定
を
受
け
た
後

に
着
工
し
、
交
付
決
定
が
あ
っ
た
年
度
内

に
完
了
す
る
こ
と

※�

申
請
書
類
等
は
、
草
津
町
役
場
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

草
津
町
木
造
住
宅
耐
震
改
修
補

助
金
の
ご
案
内

　
町
で
は
、
地
震
に
よ
る
木
造
住
宅
の
倒
壊

等
の
被
害
か
ら
町
民
の
生
命
及
び
財
産
の
保

護
を
図
り
、
安
心
安
全
で
機
能
的
な
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

耐
震
改
修
工
事
費
の
一
部
を
補
助
す
る
﹁
草

津
町
木
造
住
宅
耐
震
改
修
補
助
金
﹂
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

申
請
さ
れ
る
前
に
、
土
木
課
︵
℡
０
２
７

９
・
８
８
・
７
１
８
４
︶
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
申
請
の
受
付
は
10
月
末
日
が
期
限
で

す
。

◆
対
象
と
な
る
住
宅

①�

町
内
に
あ
る
戸
建
て
住
宅
及
び
併
用
住
宅

又
は
店
舗

②�

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た

住
宅

③�

在
来
軸
組
工
法
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
平

屋
建
て
又
は
２
階
建
て
の
住
宅

④�

耐
震
診
断
の
結
果
、
最
少
の
上
部
構
造
評

点
が
１
・
０
未
満
の
住
宅

◆
交
付
金
交
付
の
対
象
者

①�

対
象
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
者
︵
住
民
登

録
者
︶

②��

町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
者

◆
補
助
金
額

スキー、スノーボードの受けスキー、スノーボードの受け
入れについて（お知らせ）入れについて（お知らせ）

　草津町クリーンセンターでは、一般家庭で不用になった、
スキー・スノーボード（板、靴、ストック、金具）の受
け入れを期間を限定して、下記のとおり行います。

問い合わせ先：草津町役場　愛町部　生活環境課　草津
町クリーンセンター内　 電話：0279－88－2407

◎�草津町クリーンセンターに直接持ち込んでください。
◎�ごみ集積所に出されたスキー・スノーボード等は回

収しません。
◎�土曜日も受け入れを行っております。日曜日は休み
です。

◎��スキー・スノーボードの金具（ビンディング等）は
必ずはずしてください。はずしていない場合、受け
入れをお断りします。

◎上記の期間以外は受け入れを行っておりません。

注意事項

受入期間　�令和８年６月１日（月）から
　　　　　６月30日（火）まで（日曜日は休み）
受入時間　午前９：00～12：00
　　　　　午後１：00～３：30
料　　金　１kgあたり50円
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①�
補
助
対
象
経
費
の
１
／
３
︵
50
万
円
を
限

度
︶

◆
対
象
の
耐
震
改
修

　
耐
震
補
強
設
計
に
基
づ
き
耐
震
改
修
を
行

う
。

◆
申
請
に
必
要
な
書
類

①
付
近
見
取
り
図

②
設
計
図
書

③
費
用
等
の
見
積
書
の
写
し

④
耐
震
診
断
結
果
の
写
し

⑤
町
税
等
に
滞
納
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

※�

申
請
書
類
等
は
、
草
津
町
役
場
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
事

業
実
施
の
お
知
ら
せ

　
草
津
町
で
は
、
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く

り
の
一
環
と
し
て
、
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
、
木
造
住
宅
耐
震
診
断
者

派
遣
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
今
年
度
も
耐

震
診
断
を
希
望
す
る
町
民
の
方
を
募
集
し
ま

す
。

◆
対
象
住
宅

　
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
在
来
軸
組
工

法
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
木
造
の
一
戸
建
て

住
宅
又
は
併
用
住
宅
で
、
平
屋
建
て
又
は
２

階
建
て
の
も
の
。

◆
募
集
戸
数

　
１
戸

◆
募
集
期
間

　
10
月
末
ま
で
と
し
、
募
集
戸
数
に
な
り
次

第
終
了
し
ま
す
。

◆
耐
震
診
断
に
必
要
な
費
用

①
耐
震
診
断
費
用
は
無
料
で
す
。

②�

診
断
者
へ
の
交
通
費
と
し
て
三
千
円
の
個

人
負
担
が
必
要
で
す
。

※�

建
物
の
平
面
図
が
無
い
場
合
は
、
図
面
作

成
費
と
し
て
別
途
一
万
円
の
個
人
負
担
が

必
要
で
す
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
草
津
町
役
場
土
木
課

　
℡
８
８
・
７
１
８
４

草
津
町
防
犯
灯
・
街
路
灯
電
気

料
補
助
金
の
ご
案
内

　

草
津
町
で
は
、
自
治
会
及
び
地
域
団
体

︵
以
下
﹁
自
治
会
等
﹂
と
記
し
ま
す
。︶
が
、

維
持
管
理
す
る
、
防
犯
灯
・
街
路
灯
の
電
気

料
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交

付
い
た
し
ま
す
。
利
用
を
希
望
さ
れ
る
自
治

会
等
は
、
土
木
課
に
て
申
請
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

◆
補
助
の
対
象

︵
１
︶�

自
治
会
等
が
区
域
内
に
設
置
し
、
歩

行
の
安
全
及
び
防
犯
に
役
立
つ
と
認

め
ら
れ
る
も
の

︵
２
︶�

自
治
会
等
の
責
任
に
お
い
て
適
切
に

維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の

︵
３
︶�

自
治
会
等
が
そ
の
電
気
料
を
負
担
し

て
い
る
も
の

◆
補
助
金
の
額

　
防
犯
灯
・
街
路
灯
の
電
気
料
に
対
し
１
本

に
つ
き
年
額
２
,
５
０
０
円

◆
申
請
に
必
要
な
も
の
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︵
１
︶�

維
持
管
理
す
る
防
犯
灯
・
街
路
灯
の

本
数
及
び
位
置
を
記
し
た
地
図
等
の

資
料

︵
２
︶�

維
持
管
理
す
る
防
犯
灯
・
街
路
灯
の

本
数
が
記
載
さ
れ
た
電
気
料
の
領
収

書
等

◆
申
請
の
受
付

︵
１
︶
令
和
９
年
２
月
末
ま
で

関
東
総
合
通
信
局
か
ら
の
お
知

ら
せ

　
総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で

を
﹁
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期

間
﹂
と
し
て
、
電
波
を
正
し
く
利
用
す
る
た

め
の
周
知
・
啓
発
活
動
及
び
不
法
無
線
局
の

取
締
り
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

《
電
波
の
３
つ
の
ル
ー
ル
》

①�

無
線
機
器
を
使
用
の
際

は
﹁
技
適
マ
ー
ク
﹂
の

確
認
を
。

②�

外
国
規
格
の
無
線
機
に
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

③�

電
波
の
利
用
に
は
、
原
則
、
免
許
が
必
要

で
す
。

　

ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
不
法
な
無
線
局
は
、

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
放
送
、
携
帯
電
話
な
ど
の

身
近
な
も
の
か
ら
、
警
察
・
消
防
・
救
急
な

ど
の
人
命
に
関
わ
る
重
要
な
無
線
に
対
し
て

混
信
・
妨
害
を
与
え
る
な
ど
、
私
た
ち
の
暮

ら
し
の
安
心
・
安
全
を
お
び
や
か
し
ま
す
。

　
安
全
で
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、

電
波
は
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
く
使
い
ま

し
ょ
う
。

▽
お
問
い
合
わ
せ
先

　
関
東
総
合
通
信
局

　
●
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

　
　
TEL
０
３
・
６
２
３
８
・
１
９
３
９

　
●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

　
　
TEL
０
３
・
６
２
３
８
・
１
９
４
５

吾
妻
保
健
福
祉
事
務
所
に
お
け

る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
性
感
染
症
相
談
・

検
査
に
つ
い
て

・�

吾
妻
保
健
福
祉
事
務
所
で
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・

性
感
染
症
の
相
談
と
検
査
を
無
料
・
匿
名

で
実
施
し
て
い
ま
す
。

・�

Ｈ
Ｉ
Ｖ
︵
ヒ
ト
免
疫
不
全
症
候
群
︶
検
査

︵
エ
イ
ズ
検
査
︶
及
び
梅
毒
検
査
の
検
査

結
果
は
採
血
当
日
、
１
時
間
程
度
後
に
直

接
本
人
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・�

肝
炎
検
査
、
淋
菌
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア
検
査
や

当
日
の
検
査
結
果
で
要
精
査
に
な
っ
た
場

合
の
結
果
は
１
週
間
後
以
降
に
来
所
し
て

い
た
だ
き
お
伝
え
し
ま
す
。

・�

検
査
は
予
約
制
と
な
っ

て
い
ま
す
。
電
話
予
約

の
他
に
、
群
馬
県
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ン

ク
先
か
ら
ｗ
ｅ
ｂ
予
約

が
で
き
ま
す
。

◆
相
談
・
検
査
日
時

・�

日
中
検
査
:
隔
週
の
月
曜
日
午
後
１
時
か

ら
２
時

・�

夜
間
検
査
:
午
後
５
時
か
ら
６
時
︵
令
和 相談・検査日Web予約

８
年
度
は
計
４
回
を
予
定
︶

※�

検
査
日
や
ｗ
ｅ
ｂ
予
約
の
方
法
は
、
群
馬

県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹁
エ
イ
ズ
検
査
﹂
で

検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
お
問
い
合
わ
せ
先

　
吾
妻
保
健
福
祉
事
務
所
︵
保
健
所
︶

　
住
所
:
中
之
条
町
西
中
之
条
１
８
３
¦
１

　
TEL
０
２
７
９
・
７
５
・
３
３
０
３

群
馬
県
未
来
構
想
フ
ォ
ー
ラ
ム

２
０
２
６
の
開
催
に
つ
い
て

　
知
事
が
全
市
町
村
を
訪
問
し
、
市
町
村
や

住
民
等
の
声
を
聞
き
、
地
域
の
実
情
や
現
場

の
思
い
を
く
み
取
り
な
が
ら
、
群
馬
県
の
未

来
構
想
の
実
現
に
向
け
た
理
解
を
広
げ
る
こ

と
を
目
的
に
﹁
群
馬
県
未
来
構
想
フ
ォ
ー
ラ

ム　
２
０
２
６
﹂
を
開
催
し
ま
す
。

　
草
津
町
で
は
６
月
30
日︵
火
︶に
草
津
町
役

場
に
て
開
催
を
い
た
し
ま
す
。
一
般
の
方
も

※技適マーク

ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
参
加
希
望
の

方
は
以
下
の
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
込

み
下
さ
い
。

◆
開
催
概
要

〇
日
時
:
令
和
８
年
６
月
30
日︵
火
︶

　
　
　
　
17
時
00
時
分
~
18
時
10
分

〇
会
場
:
草
津
町
役
場

○
内
容
:

・
知
事
に
よ
る
未
来
構
想
の
提
案

・�

市
町
村
長
か
ら
の
未
来
に
向
け
て
の
ス

ピ
ー
チ

・
参
加
住
民
と
の
意
見
交
換

◆
申
し
込
み
方
法

　
Ｈ
Ｐ
の
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら
︵
先
着

順
︶

◆
申
込
開
始
日

　
令
和
８
年
５
月
13
日︵
水
︶~

▽
お
問
い
合
わ
せ
先

　
群
馬
県
庁
地
域
創
生
課

　
TEL
０
２
７
・
２
２
６
・
２
３
６
１

　WHO（世界保健機関）は、喫煙
しないことが一般的な社会週間にな
ることを目指し、平成元年に「世界
禁煙デー」、平成４年に「禁煙週間」
を定めました。
　ぜひこの機会に禁煙・受動喫煙防
止に取り組んでみませんか？

毎年５月31日は
「世界禁煙デー」
毎年５月31日から
６月６日は

「世界禁煙週間」

いでゆ　第737号 16



みなさんの活躍をみなさんの活躍を
　　お伝えするページ　　お伝えするページ

Topics
トピトピッックスクス

日時　４月５日（日）
会場　茨城県古河市イーエスはなもも体育館

　15都道府県から、小・中学生72道場929人参加。
　草津練心館から17名参加。

　幼児の部　　　　　　　 準優勝　小倉　怜奈
　中学生　男子　50㎏級　優　勝　池田　一楓
　　　　　　　　55㎏級　５　位　吉田　秋也
　　　　　　　　60㎏級　優　勝　齋藤　琉偉

いでゆ　第737号17



ベルツこども園ベルツこども園
誌上体験！探訪

　４月３日に25名の新入園児（途中入園児も含む）を迎え、入園式が行われました。
　令和８年度ベルツこども園は園児総勢105名でのスタートになりました！

　暖かな日差し、心地よい風が吹くようになり過ごしやすい季節になりました。
　新入園児も日に日に園生活に慣れ、笑顔で元気いっぱい遊ぶ姿が見られるようになりました。
　今月は入園式の様子をお伝えします。

「入園式」「入園式」

お家の人と一緒に座って、うれしそうな笑顔をみせてくれました。

担任の先生から名前を呼ばれる
と、上手にお返事ができました。

年長児から「幸せなら手をたたこう」の歌と、メダルのプレゼントをもらいました。

５月８日から
６月11日までの予定
５月11日㈪　ベルツ農園（年長）
　　15日㈮　身体測定
　　20日㈬　�幼児交通安全教室

（年長）
　　27日㈬　�５ 歳 児 運 動 健 診

（年長）
　　28日㈭　誕生会

いでゆ　第737号 18



５月号 今
月
の
俳
句

５月号 今
月
の
俳
句

踏
み
行
き
て　

寂
し
さ
募
る　

枯
野
か
な

�

阿
久
根　

敬　

子

　
季
語
は
枯
野
で
す
。
草
の
枯
れ
果
て
た
野
原
を
行
っ
て
も
、
枯
草
を
踏
む
音
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
句
の
特
長
は
踏
み
行
き
て
寂
し
さ

募
る
枯
野
か
な
と
畳
み
掛
け
る
切
字
で
か
な
を
使
い
、
一
層
寂
し
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
秀
句
と
な
り
ま
し
た
。

�
(

評)

北
原
東
洋
男

令和８年度　＜少年の日＞　早朝美化活動
５月８日（金曜日） ６月５日（金曜日）  ７月３日（金曜日）

８月７日（金曜日） ９月４日（金曜日） 10月２日（金曜日）

ぜひ、地域のみなさんも参加して
子どもたちを応援してください。

毎月第一金曜日は毎月第一金曜日は
草津町の「少年の日」です。草津町の「少年の日」です。

　青少年の健全育成実践活動の一環として、昭和58年から推進員、地
域の方々にお世話になり、当町の青少年が毎月１回、町内全域で清掃
活動（６時00分～６時30分）を継続して行っております。

草津町「はあとルール」
はやおきの　　　できる子　
あいさつが　　　できる子　
となりのくつも　そろえる子

草津町青少年育成推進員　草津小・中学校PTA　草津町教育委員会　草津町公民館

天候判断等は各地区の推進員さんにお願いしています。天候判断等は各地区の推進員さんにお願いしています。
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すくすくインフォメーション

子育てひろばすくすく　概要
【開館時間】毎週　火・水・木　９：00～12：00
【休館日】�月・金・土・日・祝祭日、小学生の長期休み中（夏休みや冬休み期間

など）
【場　所】公民館２階「児童室」
【対　象】�就園前の乳幼児（０歳～３歳中心）とその保護者の方、マタニティの方
【内　容】�自由ひろば、パネルシアター、季節の製作等
◆お問い合わせ先
　草津町教育委員会こどもみらい課　TEL.0279−88−0005 上記の内容は変更になる場合があります

〈
ご
注
意
く
だ
さ
い
〉
専
門
外
の
疾
患
の
場
合
は
対
応
し
か
ね
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、

予
定
が
変
更
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、事
前
に
病
院
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○急患のための当番医制度ですので、緊急患者以外の受診はご遠慮ください。
○診療時間は午前９時〜午後５時です。できるだけ時間内に受診してください。
　※診療時間以外の夜間の急患については、輪番制病院群の休日当番病院で受診してください。
○医師が在宅待機のため原則として往診はいたしません。

吾妻郡医師会ホームページにて最新の当番医表をご覧いただけます。
http://agatsuma.gunma.med.or.jp/resident_001.html

2026年５月〜2026年６月　予定表
火 水 木

５月12日 13 14
自由ひろば 自由ひろば 自由ひろば

19 20 21
自由ひろば
バザー
9:00

自由ひろば 自由ひろば

26 27 28
自由ひろば 自由ひろば 自由ひろば

６月２日 ３ ４
自由ひろば 自由ひろば 自由ひろば

９ 10 11
自由ひろば 自由ひろば 自由ひろば

24時間健康テレホンサービス

群馬県保険医協会では、
「24時間健康テレホンサービス」を

実施しています。
電話027-234-4970（ヨクナレ）に
かけると約３分の健康講話が聞けます。

プログラム
５月（１日から31日）

月曜／�ストレスと糖尿病

火曜／�乳頭分泌を伴う疾患について

水曜／�削らなくてもいいむし歯

木曜／�検尿で潜血があるといわれた

金曜／�慢性疲労症候群

土・日曜／�子宮脱について

✚５月当番医予定表
日� 科 内　　　　科 外　　　　科 休日夜間当番病院

５月10日
（日）

中之条町
四万へき地診療所
0279（64）2136

嬬恋村
嬬恋村診療所
0279（97）3020

中之条町
吾妻さくら病院
0279（75）3011

中之条町
吾妻さくら病院
0279（75）3011

５月17日
（日）

中之条町
四万へき地診療所
0279（64）2136

草津町
草津こまくさ病院
0279（88）4321

東吾妻町
原町赤十字病院
0279（68）2711

東吾妻町
原町赤十字病院
0279（68）2711

５月24日
（日）

中之条町
しまだ医院
0279（76）3435

長野原町
長野原診療所
0279（85）2259

中之条町
吾妻さくら病院
0279（75）3011

中之条町
吾妻さくら病院
0279（75）3011

５月31日
（日）

中之条町
吾妻さくら病院
0279（75）3011

嬬恋村
桜井クリニック
0279（97）3800

東吾妻町
原町赤十字病院
0279（68）2711

東吾妻町
原町赤十字病院
0279（68）2711

お悔やみ申し上げます
※敬称略

地　区 氏　　名 享年

湯
ゆ
本
もと
　艶
つや
子
こ

88

髙
たか
澤
ざわ
　善
ぜん
一
いち

81

水
みず
出
いで
　庄

しょう
平
へい

88

お誕生おめでとう
※敬称略

地　区 氏　名 保護者

水 木 栄
えい

憲
けん

掲載を希望されない方は届け出
の際お申し出ください。

子育て家庭の応援団「子育てひろばすくすく」どうぞご利用ください子育て家庭の応援団「子育てひろばすくすく」どうぞご利用ください

・固定資産税・都市計画税	１期
納期限　令和８年６月１日㈪

今月の納税

※地区、保護者については印刷版の広報に掲載してあります

　５月はバザーを開催します。
子供服やくつのほか、無料コー
ナーもあり
ます。お誘
いあわせの
上、お出か
け く だ さ
い。
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タウンデータ

人口・世帯数
（令和８年５月１日現在）

男
合　計

転　入
転　出

3,034人
6,011人

112人
77人

女
世　帯

2,977人
3,611世帯

入り込み客数
（令和８年３月分）

合　計
宿　泊
日帰り

436,423人(100.82%)
296,661人(100.57%)
139,762人(101.33%)

（　）前年対比

編集ミニ後記 私が担当になって１年が経過しました。（よ）

日 月 火 水 木 金 土
行事の実施場所及び問合せ先
◆○保 …保健センター　℡0279－88－5797　 ◆○地 …地域包括支援センター　℡0279－88－0294
◆○総 …総　務　課　　℡0279－88－0001　　　　（○地 で実施場所記載の無い場合は保健センターで行います）
◆○教 …教育委員会　　℡0279－88－0005　 ◆○社 …社会福祉協議会　℡0279－88－1050
◆○図 …図　書　館　　℡0279－88－7190

15 16
・広報いでゆ
　５月号発行日
・ベビールーム
　（10:00～）○保

・温泉図書館おはな
し会

　（11:00～）○図 

17 18 19 20 21 22 23
・育児支援教室「す

まいる」（9:30～）
　○保

・乳幼児予防接種
　(指定された時間)
　○保

・機能訓練
　（9:00～）○保
・健康相談
　（13:30～）○保

・食生活改善推進員
研修会

　(10:00～)○保

・３歳児健診
　（13:15～）○保

24 25 26 27 28 29 30
・乳幼児予防接種
　(指定された時間)
　○保
・買い物支援バス
　(くすりのマルエ草

津温泉店)○社

・乳児相談
　（13:15～）○保
・こころの健康相談
　（予約制）○保

31 6/1 2 3 4 5 6
・母子保健推進員研

修会
　（13:30～）○保

・機能訓練
　（9:00～）○保

・ベビールーム
　（10:00～）○保

・食生活改善推進員
研修会

　(10:00～)○保

7 8 9 10 11 12 13
・乳幼児予防接種
　(指定された時間)
　○保

・機能訓練
　（9:00～）○保
・健康相談
　（13:30～）○保
・買い物支援バス
　(ス ー パ ー も く べ

え)○社

・育児支援教室「す
まいる」（9:30～）

　○保

・広報いでゆ
　６月号発行予定日

情 報 電 話 帳
草津町役場　0279-88-0001（代表）
・会計課  0279-88-7185　・住民課  0279-88-7192　・健康推進課（保健センター）  0279-88-5797
・観光課  0279-88-7188　・税務課  0279-88-7186　・温泉課  0279-88-7182
・企画創造課  0279-88-7193　・上下水道課  0279-88-7183　・土木課  0279-88-7184
・議会事務局  0279-88-7191　・教育委員会  0279-88-0005　・こどもみらい課  0279-88-0005
・福祉課  0279-88-7189　・地域包括支援センター  0279-88-0294
・生活環境課（クリーンセンター）  0279-88-2407
・図書館  0279-88-7190　・ベルツこども園  0279-88-3738　・総合体育館  0279-88-5288
・草津小学校  0279-88-2156　・草津中学校  0279-88-2227　・町民プール  0279-88-1130
・社会福祉協議会  0279-88-1050

Ⓡ

健康相談健康相談へお出かけくださいへお出かけください
　保健センターでは毎月保健師と管理栄養士による
健康相談を実施しています！
　血圧測定や簡易血糖測定も実施します。
　お気軽にお出かけください。
　今月の相談日は
　　５月20日（水）　午後１時30分～
　会場は草津町総合保健福祉センター　１階　トレーニング室
＊次回の相談日は、
　６月10日（水）　午後１時30分～です。

　予約制とさせていただきます。
　事前にお電話ください。
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新生活には慣れましたか？
５月の
行事予定表


